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広域的バス【祓川線】小中学校等利用促進事業について 

●事業の目的 

 小中学生等のバス（祓川線）への愛着を深めることを目的に、遠足等や文化・

スポーツ交流等の実施に際し、対象団体が祓川線を利用した運賃を助成しま

す。 

●助成対象団体 

町内の小学校、中学校、保育所、認定こども園、子ども会、スポーツ少年団、

部活動、ＰＴＡ等で児童生徒等が８名以上の団体（原則として活動には随行者

が同行するもの） 

●助成対象活動 

・社会見学（遠足等） 

・文化（展覧会鑑賞、大会等） 

・スポーツ交流（試合、合宿、試合観戦等） 

●助成内容 

祓川線の区間（小林駅～祓川）の乗車運賃の実費全額。ただし、１団体の上

限３万円。 

●申請書類配布・申請先 総合政策課 企画政策係 

問 総合政策課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-2115 
 

経営所得安定対策交付金（水田転作作物）の最終申請受付について 

 ４月より実施している経営所得安定対策申請受付について、まだ申請をされて

いない方は申請していただきますようお願いいたします。 

●申請期限 令和２年６月 12日（金） 午後５時まで 

●申請場所 高原町役場 ２階 農畜産振興課 農産園芸係 

●申請に必要なもの 

      (1) 印鑑（シャチハタ不可） 

      (2) 通帳（振込口座を新規に登録される方や変更される方のみ） 

●そ の 他  申請期限を過ぎますと交付金が交付されませんので、御注意くだ

さい。 

問  農畜産振興課 担当：大迫 拓也（おおさこ たくや）☎0984-42-5132 
 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №49 

 

 



電話診療による処方せんの受付実施について 

 国民健康保険高原病院では、新型コロナウイルス拡大防止対策の一環による、

臨時的対応として『電話診療による処方せんの受付』を実施しています。 

●実施期間  令和２年４月１５日から当面の間  ※終了日は別途御連絡します。 

●受付時間  （月－金）９：00～16：00 （土）９：00～11：00   

※日曜・祝日は行っていません。 

●受付窓口  ☎0984－４２－１０２２ 

【注意事項】   電話診療で対応できない場合もありますので、必ず事前にお問い合 

         せください。 

問 町立病院事務室 担当：花牟禮 秀隆（はなむれ ひでたか）☎0984-42-1022 
 

 

イベント等の延期・中止・再開のお知らせ 
 新型コロナウイルス感染症の影響により本町におけるイベント等の態度決定

は下表のとおりですので、御確認ください。 

開 催 日 行 事 等 名 態度決定 主 催 

5 月 17 日(日) たかはるよりどり交流市 中止 
高原よりどり交流

市運営協議会 

5 月 24 日(日) 第 23回後川内小中学校合同運動会 延期 － 

〃 高原小学校運動会 延期 － 

〃 狭野小学校運動会 延期 － 

6 月 6 日(土) 

～7 日(日) 
みやざき県民総合スポーツ祭 延期 － 

7 月 5 日(日) 高原町消防操法大会 中止 高原町消防団 

7 月 19 日(日) 西諸支部消防操法大会 中止 
宮崎県消防協会 

西諸支部 

－ 
肩こり腰痛予防教室・トレーニン

グコース 

再開に向

け準備中 

ほほえみ館 

☎４２－４８２０ 

※肩こり腰痛予防教室・トレーニングコースについては、再開に向けて準備している

ため、再開時期については、ほほえみ館までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 



園芸関係補助事業について 

高原町単独事業で園芸関係者の補助事業を下記のとおり行います。 

 

○たかはる園芸担い手応援サポート事業  

補助対象経費 補助率 補助対象者 

園芸に関する機

械導入費や施設

整備に係る経費 

１／３以内 

（上限1,500千円） 

認定農業者、新規就農者、農業後継者、農業生産法

人、営農集団、農業団体及び経営改善計画の認定

を受ける見込み（意欲）があるもの 

※汎用性が高い機械（トラクター等）の導入はできません。 

 

○活かせ「生農地の水」園芸作物支援事業  

事業名 補助対象経費 補助率 補助対象者 

ハ ウ ス 被

覆 資 材 助

成事業 

ハウス被覆資材

の張り替えに要

する被覆資材の

経費 

１／３以内 

（上限 60 千円／10a） 

施設園芸農家、農業生産法人、営

農集団、農業団体等 

 

●受付期間 令和２年５月 15日～令和２年７月１日（土日祝除く） 

８：30～17：00 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課 

●必要書類 印鑑、見積書、ほ場の地番等が分かるもの。 

●注意事項 令和３年３月までに導入が見込まれるものが該当します。 

           既に購入している機械等は補助対象にはなりません。 

      要望が多数の場合、事業量を制限させていただく場合があります。 

      御不明な点等ございましたら、下記連絡先にお問い合わせくださ

い。 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
防災、防犯、暮らしに役立つ情報等を配信しています。 

下記のＱＲコードを読み取ることで、登録をお願いいたします。 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/


 

さといも疫病対策について 

 これからのさといも疫病対策は、疫病発生を遅らせ、病気の拡大を抑えること

が重要となるので、薬剤散布を定期的に行いましょう。 

 さといも疫病の警戒時期です。対策を徹底しましょう。 

 

１ こまめに圃場を確認しましょう。 

   管理ほ場やその周辺も含め、疫病が発生していないか確認しましょう。 

   初発時期をとらえた対策が大事です。 

２ 定期的な予防散布を行いましょう。 

   発病前に「ジーファイン水和剤」を定期散布し、疫病の発生を遅らせまし

ょう。 

３ 発生を確認したら、次の対策を行いましょう。 

●収穫まで２週間以内の場合 

  →できるだけ早く収穫しましょう。 

●収穫まで２週間から３週間ある場合 

  →アミスター20 フロアブルを散布しましょう。 

●収穫まで３週間以上ある場合 

  →ダイナモ顆粒水和剤を散布しましょう。 

  →その１週間後にアミスター20 フロアブルを散布しましょう。 

  ※ダイナモ顆粒水和剤の散布 21 日後、アミスター20 フロアブルの散布

14日後までは収穫できません 

◎上記の農薬を散布する場合は、展着剤を添加しましょう。 

◎農薬の使用前にラベルの内容を確認しましょう。 

 【問い合わせ先】 

  ＪＡこばやし本所 園芸課  TEL：0984－２３－１３１８ 

  西諸県農業改良普及センター TEL：0984－２３－５１０５ 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 


